
公共建築物等における木材の利用の
促進に関する法律の一部を改正する法律 概要

○戦後植林された国内の森林資源は本格的な利用期。
○木材の利用は、森林循環（造林→伐採→木材利用→再造林）を通じて、
森林のCO2吸収作用を強化し、脱炭素社会の実現に貢献。

○公共建築物等木材利用促進法の制定から10年が経過。
耐震性能や防耐火性能等の技術革新や、建築基準の合理化により、
木材利用の可能性も拡大。

民間建築物を含む建築物一般で木材利用を促進する法改正が必要

施行期日：令和３年10月１日（附則第１条）

２ 建築物における木材の利用の促進に関する施策の拡充等

（新第15条）
○ 国・地方公共団体と事業者等による建築物における木材利用促進のための
協定制度を創設

○国・地方公共団体による協定を締結した事業者等への必要な支援

⑶ 建築物木材利用促進協定

（新第10条～第12条）
○ 基本方針・都道府県方針・市町村方針の対象を公共建築物から建築物一般
に拡大

⑴ 基本方針等の対象の拡大

（新第13条）
○ 木造建築物の設計・施工に係る先進的技術の普及の促進、人材の育成、
建築用木材・木造建築物の安全性に関する情報提供等

⑵ 木造建築物の設計・施工に係る先進的技術の普及の促進等

（新第16条）
○ 強度・耐火性に優れた建築用木材の製造技術及び製造コスト低廉化技術の
開発・普及の促進等

⑷ 強度等に優れた建築用木材の製造技術の開発・普及の促進等

（新第31条）
○ 国・地方公共団体による表彰
⑸ 表彰

○木材利用促進本部を農林水産省に設置
（本部長：農林水産大臣、本部員：総務大臣・文部科学大臣・経済産業大臣・国土交通大臣・環境大臣等）

○ 基本方針の策定、木材利用の促進に関する施策の実施の推進等

３ 木材利用促進本部の設置 （新第25条～第30条）

１ 題名・総則の改正

（新第９条）
○ 木材利用促進の日（10月８日)、木材利用促進月間（10月）を制定
⑷ 木材利用促進の日・月間

（題名、第１条）
○ 題名を「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の
利用の促進に関する法律」に改正

○本法の目的に「脱炭素社会の実現に資すること」を追加

⑴ 題名・目的の改正

（新第３条）
○ 木材利用の促進に関する基本理念を新設
⑵ 基本理念の新設

（新第６条第２項）
○ 林業・木材産業の事業者は建築用木材等の適切かつ安定的な供給に努める
旨を規定

⑶ 林業・木材産業の事業者の努力



公共建築物等木材利用促進法の改正

第五条 事業者の努力（新第六条）
• 事業活動等に関し、木材の利用促進に自ら

努める

第四条 地方公共団体の責務（新第五条）
• 国の施策に準じて木材の利用促進に関する

施策を策定・実施
• 公共建築物における木材の利用

第六条 国民の努力（新第七条）
• 木材の利用促進に自ら努める
• 国又は地方公共団体の施策に協力

関係者の役割 基本方針等の策定

第三条 国の責務（新第四条）
• 木材利用促進に関する施策を総合的に策

定･実施
• 自ら率先して公共建築物において木材利用
• 木材利用に関する国民理解の醸成 等

第七条 基本方針（新第十条）
• 農林水産大臣・国土交通大臣は、公共建

築物における木材の利用促進の意義・基
本的方向等を定める基本方針を定める

第九条 市町村方針（新第十二条）

第八条 都道府県方針（新第十一条）

即して定める

即して定める

第一条 目的

• 公共建築物等における木材の利用を促進し、木材の適切な供給及び利用の確保を通じた林業の
持続的かつ健全な発展を図り、もって森林の適正な整備及び木材の自給率の向上に寄与

木材利用の意義について
基本理念を新設（新第三条）

木材利用促進本部を設置
（新第二十五条）
農林水産大臣（本部長）
総務大臣、文科大臣
経産大臣、国交大臣
環境大臣他関係大臣で構成

建築物における木材利用促進
に関する基本方針を策定・実施
の推進 等

①建築物木材利用促進協定制度の創設（新第十五条）
• 協定内容を誠実に履行
• 協定を締結した事業者等の取組を支援するための必要な措置
②建築物における木材の利用を促進するための必要な措置

木材利用促進月間(10月)・木材利用促進の日(10月8日) （新第九条）、
表彰（新第三十一条）を規定

基本方針等の対象を
公共建築物から建築物に拡大

林業・木材産業の事業者の
木材の安定供給に係る努力義務を規定

題名 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律

①脱炭素社会の実現を位置付け ②木材利用促進の対象を公共建築物から建築物に拡大 施行期日：令和３年10月１日
追加

追加

追加

新設

新設

新設

新設

維持

維持

維持

脱炭素社会の実現に向けた国民運動を展開
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